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平成 26 年度事業計画 

 

 

公益財団法人日本自転車競技連盟 

 

 

 我が国における自転車競技界を統括し、代表する団体として、定款に掲げる目的を

達成するため、以下の諸事業を実施する。 

 

 

Ⅰ 事業計画概要 

  

[総務委員会] 

 公益財団法人に移行し 2 年目となるが、移行認定を受けた平成 25 年度と同様に、

公益認定法において公益目的事業として掲げられている“スポーツを通じて国民の心

身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養する”ことについて、初心に立ち

返るとともに、公益財団法人としてより一層の透明性の高い業務運営を行っていくこ

ととする。併せて、本連盟における社会的存在の責務を自覚し、競技大会を通じて自

転車の安全マナーの啓発活動の実施や、アンチ・ドーピング委員会と連携し、アンチ・

ドーピング活動の啓発にも積極的に協力していくこととし、指導現場における暴力行

為やハラスメントについては自らを厳しく律していくこととする。 

 本連盟実施事業の多くが競輪補助金を原資としているが、平成 23 年度から自己負

担金が総額の3分の 1となり、連盟の決算も21年度から単年度赤字となっていたが、

諸経費の支出について引き続き緊縮を図ると共に、広く活動資金の援助を求めるため

寄附金の規程整備や競技主管等の位置付けを明確にする等、収支の均衡を保つことを

目指し自主財源の増額についてその方策を企図していく。 

 さらに、国際大会においてメダルを獲得しうる選手の育成を図るとともに、指導

者・コミッセールを育成することにより国内大会のレベルアップを図り、もって自転

車競技の普及振興を推進することとしたい。 

 

[広報委員会] 

本年度は、自転車競技の魅力を一般に広く周知するため、また登録人口の拡大を図

るためにも各加盟団体および各専門委員会との連携のもと以下の諸事業を実施する。 

 

１ ホームページでの情報発信 

大会結果速報等のタイムリーな情報発信に努めると共に、全日本の大会開催要項、
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競技結果、日本代表選手の活躍など広く情報発信に努めるものとする。 

更に、ＪＣＦが統轄する 8 種目については、全日本選手権を中心に内容を充実させ

る。また外部の動画サイトへのリンクも積極的に行う。 

なお、オリンピック・パラリンピックの 5種目については、2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピック開催に向けて、自転車競技に関心を高めてもらうため、ＰＲに活

用できるような映像をＪＣＦ独自で保有しホームページで掲出すると共にＤＶＤで

貸し出し出来るようにする。 

 

２ 広報誌「シクリスムエコー」の発行 

自転車競技の魅力を一般の方にアピールできるよう、競技をわかり易く解説できる

誌面の充実をはかる。 

また、イベント会場での配布、諸団体への配布を通じて広く自転車競技の啓発普及

につなげる。 

 

３ 自転車競技の広報・報道対応 

全日本選手権大会における観客、動員を意識したＰＲをロード、トラックに中心に

実行委員会等と協力して実施する。 

また、来場する報道機関に対しても、種目別の委員会および部会ならびに種目別団

体とも連携し情報を共有し積極的な情報提供を行いメディア露出機会の増大に努め

る。 

その他、メディア対応として各種目の国際大会への参加選手決定に伴う報道発表や

競技結果について配信を行う。 

 

[競技運営委員会]  

１ 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催への取り組み 

 2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催は、東京・日本におけるサイクル・

スポーツの日常化に対して大なる寄与が期待される。自転車競技においても、東京で

の本格的ロードレースの開催、トラック競技場、ＢＭＸ競技場、ＭＴＢ会場の整備な

ど、今後の普及発展につなげてゆく良い機会である。 

 ロンドンオリンピックのトラック、ＭＴＢ会場は大会後に改修工事を経て、ロンド

ン市民がアクセスしやすく親しみ易いスポーツ・レクリエーション施設として 2014

年３月に再オープンする。こうした五輪遺産活用に優れた事例に学び、東京において

もサイクル・スポーツの拠点として活用可能な施設とすべく、立候補ファイルでは仮

設施設として位置づけられているトラック、ＢＭＸ競技会場の恒久施設としての整備

を積極的に働きかけていく。 
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２ 全日本選手権大会の開催 

２-１ オリンピック・パラリンピック実施５種目を含む、ＵＣＩ管轄 8 部門での全

日本選手権大会開催 

 国際自転車競技連合（ＵＣＩ）の管轄する自転車競技 8 種目（ロード、トラック、

シクロクロス、ＭＴＢ、ＢＭＸ、インドア、トライアル、パラサイクリング）の全種

目において全日本選手権大会を開催し、我が国における自転車競技の普及・振興を図

る。これら全日本選手権大会は日本国内における最高位の大会として相応しい、国際

規則に準拠した高度で円滑な大会運営と、高いコストパフォーマンスのバランスを追

求しつつ、原則として国際大会への派遣代表選手選考の機会としての設定し、参加者

のモチベーションを高く保つこととする。 

 オリンピック・パラリンピックの開催種目であるロード、トラック、ＭＴＢ、ＢＭ

Ｘ、パラサイクリングについては、2020年の大会開催へ向けた準備を意識しつつ取り

組んで行く。 

 

２-２ 参加申込み資格の明確化と多様化 

 全日本選手権大会への参加申込み資格としては、すでに国際的に活躍してＵＣＩラ

ンキングポイントを保持している者や前年度全日本選手権大会で一定の成績を収め

ている経験豊富な競技者を含めることと併せて、日本国内各地で行われる本連盟・加

盟団体主催事業大会、ならびに他の主催者が主催者となり本連盟が主管もしくは公認

する大会から広く上位者を選定する。これにより、地域的・階層的に幅広く門戸が開

かれたハイレベルな選手層の参加に配慮するとともに、地域における大会開催意欲の

喚起を図るものとする。 

 

２-３ 開催地公募制度の活用 

 大会の開催にあたっては開催地の協力が不可欠なことから、開催地公募制度を種目

毎の特性に応じて活用し、人的・施設的・資金的側面等において手厚い協力が得られ

る地方との連携を図りつつ、活力ある大会運営を図る。 

また、各地方における大規模大会の実施が、当該地域における継続的な大会開催のき

っかけとなるよう、大会運営ノウハウの蓄積と伝授に留意する。 

 

２-４ 大会開催資金の獲得 

 大会開催資金の獲得にむけて、協賛企業の募集・マスメディアに対する働きかけ、

開催地行政との調整、運営コストの見直しを多元的に進めることとする。 

 

２-５ アンチ・ドーピング活動の徹底 

ドーピング委員会と連携し、全日本選手権ならびにそれに準ずる全国大会でのアン
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チ・ドーピング活動を行う。 

 

３ 国民体育大会の女子種目導入への取り組み 

 男女種目・参加者数の同数化が図られてきている世界的な情勢に対応すべく、近い

将来の国体における女子種目導入に向けて積極的に検討を進める。併せて、地域大会

を通じた参加資格制度の整備・タイム種目の参加資格の設定などによる予選の簡素

化・時程短縮を図るなど、簡素かつハイレベルな大会への進展を模索する。本年度は

国民体育大会での女子エキジビション種目の拡充を図り、正式種目採用への進展を図

ることとする。 

 

４ 日本国内における国際大会の開催 

 ロード・レースについては、引き続きＵＣＩカレンダー登録大会を日本国内で積極

的に開催し、サイクルスポーツの日本における活性化を図るとともに、日本人選手の

国際的な活躍の基礎を確保することにつとめる。 

 トラック・レースについては、2014年から世界選手権参加国に対して自国内での国

際大会開催が義務づけられることに対応し、2014年 1月に静岡県修善寺にて室内競技

場を使用した国際大会としては初となる”ジャパントラックカップ”が成功裏に開催

されたところであるが、平成 26 年度においては同様の大会を 7 月に開催する。また

アジア諸国が年間数次にわたる国際大会を実施する機運にあることに対応し、さらな

る国際カレンダー登録大会の実施・公認を積極的に模索する。 

 シクロクロス、マウンテンバイク、ＢＭＸ、インドア、トライアルについて、ＵＣ

Ｉカレンダー登録レースの開催を引き続き積極的に推進する。パラサイクリングにつ

いては、パラリンピック種目でありながら、日本国内での国際大会開催経験がないた

め、近い将来の国際大会開催へむけた準備を行う。 

 

５ 日本国内における国内カレンダー大会の開催・登録 

 自転車競技の普及・発展には登録者数の増大が必須であり、登録者数の増大には、

登録者が参加可能な大会数の増大が必須である。本連盟の主催大会実施数にはおのず

と限界があり、本連盟登録者を対象とした大会数の大幅な増大には、各地域における

主催者との連携し、本連盟が競技面に適切に関与し、状況に応じて大会の主管・後援

等を行うことによって多数の大会を実現していく必要がある。後援等に関する基準を

再整備するとともに、積極的に運用していくこととする。 

 

６ 審判・スタッフ等の研修・資格制度の充実 

 自転車競技の普及発展には、安全で円滑に運営される大会数の充実が必要であり、

それを担う高度な技量と経験を有する審判の育成が必須であり、引き続き公認審判員
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の育成に力を注ぐ。公認審判員は、大会運営の質の確保にあたり必須の資源であり、

本連盟の事業的発展には公認審判員の人的資源の発展が必須であって、公認 3級審判

員、2級審判員講習会の実施主体たる加盟団体の継続的協力を引き続き強く要請する。

また、将来的に国際コミッセールとして執務可能な人材の育成にも長期的視点で取り

組み、1級審判員講習会の講義内容・試験の質的向上を図る。とりわけ 2020年東京オ

リンピック・パラリンピック開催時に、開催国が選出・提供すべきナショナル・コミ

ッセールの数と質を確保するため、本年度は対象 5種目の 2級審判員数の増大に努力

する。 

 講習会カリキュラムについては、平成 24 年度にそのガイドラインを定めたところ

であるが、講習会用ツールの開発・改善を進めて、講習会の質的向上をはかりつつ、

開催時の負担軽減によって講習機会の増大も図る。 

 

７ コーチ・スタッフ等の研修・資格制度の充実 

 大会運営のレベル向上には選手・審判のみならず参加するチーム・スタッフの基礎

的知識・技能の向上も必須である。 

昨年度 国民体育大会（東京開催）から、都道府県チームの監督は日本体育協会のコ

ーチ、上級コーチ、もしくは指導員の有資格者であることが義務づけられたところで

あるが、引き続き日本体育協会コーチ資格講習会を本連盟主催により積極的に実施し

ていく。指導員資格講習会についても、各都道府県連盟においてを実施いただいたと

ころである。また、受講済みの人材が講師として活躍できる場の確保にも留意する。 

 大会に参加するものは遍くラインセス保持者であることが求められるものの、コー

チ・監督以外のチームスタッフ向けライセンスは発給されてこなかったが、チーム・

サポート・スタッフとして求められる最低限の競技規則に関する知識と、スタッフと

しての心構えを備えた「チーム・アテンダント」ライセンス制度がすでに始まってい

る。諸外国においても、たとえばロードレースにおける車両運転者のライセンス保持

確認の徹底など、選手以外のライセンス保持に関する規程と運用は厳格化の方向にあ

り、当連盟としてもコーチライセンス、チームアテンダントライセンス保持者の増大

に向けて、講習会の活性化を図る。なお、将来的には大会参加に際して、メカニック

等のスタッフを含めてすべてのチーム関係者は、いずれかのライセンス保持を必須と

する方針である。 

 

８ 競技者ライセンス制度の充実 

 我国における自転車競技の普及発展に必要な登録競技者数の増大と、登録者向け大

会数の増大に向けて、すでに制度化されているビギナー向け大会における臨時登録制

度の活用とともに、ビギナー・若年層が登録しやすい仕組の拡充を図る。 

 昨年度から実施された通年登録者（プロフェッショナル競技者を除く）に対する賠
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償責任保険の自動付帯は、概ね肯定的な評価を受け、登録料の値上げを伴ったものの、

微増ながら登録競技者の増加に寄与した。万が一の事故時対策が強化されたことの周

知徹底をはかり、登録競技者数の増大に寄与することが期待される。もちろん、大会

中・練習中を含めて事前の事故防止対策が重要である。今後引き続き、傷害保険のオ

プション付与やツアー関連のメリット付与等、ライセンス保持者へのサービスレベル

向上の検討を進める。平成 27 年度ライセンスからの傷害保険オプション制度のスタ

ートを目標として、インターネットから申込み者が直接入力可能な登録システムの準

備を行う。 

 

９ ランキング制度の運用再開 

 現在運用を休止しているロードレース・ランキングについて、対象大会の見直しを

行った上で再開する。ＵＣＩランキングとの整合性が高いものとし、選手選考等の有

効なツールとして役立てる。 

 

10 チーム登録制度の運用再開 

 現在運用を休止しているチーム登録制度について、すでに実態として運用されてい

る全国団体を中心として運用を開始する。 

 

11 審判器材 

 競技運営に用いる審判器材について、記録の信頼性を確保するため、一定の基準（た

とえばトラック電子計時装置の認定）を設けることを検討する。 

 

12 パブリシティへの対応 

 競技大会運営にあたっては、安全・公平・公正なる運営を旨としつつも参加者・観

客視点を尊重し、より多くの人々から共感を得て我国における自転車競技の普及発展

に寄与することを目指すとともに、新たな競技者の登録へのきっかけづくり、メディ

アへの露出度向上を通じた各方面からの支援・協賛の増大に配慮する。 

 とりわけ、本連盟が主催する全日本選手権大会については、動画を含めた映像の配

信とアーカイブとしての記録の拡充を図る。また、日本国内で行われる国際大会につ

いても、メディア露出機会増大に努める。 

 

13 東日本大震災復興支援への取り組み 

 本連盟として復興支援に寄与可能なことは何があるか、という問いは永遠に続くが、

被災地・周辺における大会の開催、は比較的容易な回答のひとつである。大会開催は、

場合によっては開催地に負担をかける危惧もあるが、参加者・大会運営関係者・観客・

メディア関係者など多くの人々が訪問することは、震災に対する認識を新たにする機
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会の提供になるのではないか。 

 平成 26 年度は、全日本選手権トラック自転車競技大会を、震災後の復旧工事が完

成した福島県泉崎国際サイクルスタジアムで実施する。 

 

14 小委員会、部会制度の活性化 

 種目別小委員会活動の活性化を図り、ＵＣＩ管轄 8部門すべてに亘る自転車競技の

振興を推し進める。コミッセール部会活動の活性化により、大会競技運営の質的向上

と、コミッセールの将来的な人材育成を図る。必要に応じて、小委員会構成の再構成

を行う。 

 

[選手強化委員会] 

オリンピック競技大会をはじめとする国際大会におけるトップアスリートの活躍

は、国民に夢や感動を与え、明るく活力ある社会の形成に寄与することから、本年

度においては世界で通用する競技者を計画的に育成・強化し、2016 年リオデジャネ

イロオリンピック、2020年東京オリンピックに向け継続的なメダル獲得を目的とし

て事業を実施する。 

特に、本年度は以下の項目を重点施策として実施する。 

（1） ジュニア世代からの一貫した強化プログラム及び指導者養成および認定事業

を構築する。 

（2） 日本人の資質に適した力の利用効率を重視した強化プログラムを導入するた

め、医科学委員長を中心としたサポート班を編成する。 

（3） 現在成長が著しく、将来的にメダル候補の輩出が期待できる女子選手を選定し、

重点強化する。 

（4） 2020年東京オリンピックに向け、より多くの才能を発掘するための発掘事業を

整備する。 

（5） ヨーロッパに活動拠点を構築し、ロードレース等の活動を円滑に行うための体

制を整える。 

トラック競技においては、本連盟の定めた 2014 年強化育成事業計画の目標に賛同

する優秀な選手を育成・強化することを目的とし、2014年全日本トラック選手権終了

後 1ヶ月以内に選手を募集し、選手発掘に努める。 

また、募集期間以降はＪＣＦ加盟団体（都道府県車連・高体連・学連・実車連・プ

ロ協会等）から推薦された者をトレーニングキャンプにテスト生として受け入れ、選

手発掘に努める。 

さらに、ＵＣＩ公認国際大会へ積極的に日本代表選手団を派遣し、ワールドカップ、

世界選手権大会等全種目での参加枠獲得に努める。 

ロード競技については、ヨーロッパに活動拠点を構築し、より多くのレース経験を
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重ねることにより、国際競技力の向上を図る。 

また、海外チーム所属強化指定選手並びに国内強化指定選手との連絡を密にして体

調把握し、世界選手権大会でのメダル獲得に努める。 

その他国際大会においては、Ｕ23 の選手を中心としてナショナルチームを編成し、

国際大会へ積極的に派遣し選手強化に努める。 

ＭＴＢについては、海外チーム所属強化指定選手によるＵＣＩ公認国際大会での国

際ポイント獲得および支援。国内強化指定選手における（ユース、ジュニア、Ｕ23）

若年層からの強化に努める。 

ＢＭＸについては、ＵＣＩ公認国際大会派遣によりオリンピック、世界選手権の参

加枠獲得。また、昨年度より開始したユース層の強化育成選手を中心に、日本サイク

ルスポーツセンターを合宿拠点として活用し、世界選手権大会等での上位入賞に努め

る。 

ジュニア競技者の強化については、全国高等学校体育連盟と連携を密にし、国際大

会への選手派遣並びに強化合宿を積極的に行い、強化、育成に努める。 

女子競技者の強化については、本年度も国際大会への選手派遣並びに強化合宿を積

極的に行い、強化、育成に努める。 

また、女子競技者においては他種競技団体との連携を密にし、2020年東京オリンピ

ックに向けた選手の発掘に努める。 

 

[アンチ・ドーピング委員会] 

昨今の海外におけるドーピング違反報道は、まるで自転車競技といえばドーピング

というイメージを持つくらいスポーツ界のみならず、一般社会全体にマイナスイメー

ジを与える影響が大きいと思われる。このことは本連盟にとっても非常に重要な意味

を持つものであり、真摯に受け止めドーピング防止策を速やかに進めていかなければ

ならない。 

具体的には、ドーピング防止、抑止力の核をなす二本の柱、「大会検査」、「アンチ・

ドーピング講習会、アウトリーチプログラム実施、啓発活動」を活動の軸にすえて事

業の実施を行う。 

  

１ 検査の実施と検査体制の充実 

（１）検査実施予定対象大会 

全日本大会、国際大会において、平成 26 年度は検査対象 30大会、390 検体を予

定。 

（２）ＪＡＤＡ派遣ＤＣＯとの協同作業 

国内で開催される全日本選手権（ロード、トラック、シクロクロス、ＭＴＢ、Ｂ

ＭＸ、インドア、トライアル、パラサイクリング）大会において検査を実施する。
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検査の実施に当たっては、検査の国内統括機関であるＪＡＤＡ（日本アンチ・ドー

ピング機構）の協力の下、ＪＡＤＡ派遣ＤＣＯ（ドーピング・コントロール・オフ

ィサー）と本連盟アンチ・ドーピング委員会推薦のＤＣＯで検査を担当する。ＪＡ

ＤＡ派遣ＤＣＯと協力し、協同作業することにより、検査の公平性、客観性を保つ

ことに努める。 

（３）シャペロンの増員、継続性 

ＷＡＤＡ規定、ＵＣＩ規定両面からも大会検査におけるシャペロンの役割が重要

になってきている。具体的には、対象選手をよりきめ細かく監視するためには人数

の増員が不可欠であり、それらを実践させる為にも現在のシャペロン人数増員の必

要性について、各大会主催者側へ協力を依頼する。さらにはそれらのシャペロンに

多くの試合を経験させ、養成していくことも重要である。 

  

２ 啓発活動の充実 

啓発活動の充実を図るには、講習会の開催が必要であるがアンチ・ドーピング委

員会単独で開催することは受講者数の確保が現実的には難しく審判講習会、他各加

盟団体事業と広く協力し、同会場、同日程で開催するなどの工夫が必要である。ま

た、開催される講習会へは積極的に講師の派遣を計りたい。さらに、ＪＡＤＡホー

ムページに掲載のあるＥラーニングプログラムを使って、アンチ・ドーピングを学

べるように周知する。現在すでにＪＣＦホームページによるＵＣＩ規則の改訂、禁

止薬物、スポーツファーマシスト検索、ＴＵＥ申請等に関する問い合わせ、広報を

行っているが、これをさらに充実させ選手・監督からの要請に応えたい。具体的に

はＷＡＤＡ、ＵＣＩの競技規則改定があった際、選手・監督がより理解しやすいよ

うに改正点を抽出するなどして掲載する。将来的には、大会参加者に対して、ホー

ムページに掲載してある重要事項、Ｅラーニングプログラム学習修了証をプリント

アウトさせて受付を行う方法も有効と考えられ、実現化に向けたホームページの課

題の整備、改善を図る。 

次に、本連盟所属の

※
ＲＴＰＡ選手は現在 10名が登録されている。居場所情報登

録提出、問い合わせがあれば質問に応え、本連盟アンチ・ドーピング委員会の責任

として事務局を通して行う。 

最後に、昨年度も北海道大学薬剤部を通して分析を行っている使用薬物リストの

分析を本年も引き続き行い、分析結果をアンチ・ドーピング啓発活動に供したい。 

 ※ ＲＴＰＡとは、ＪＡＤＡまたは国際競技団体（ＩＦ）の検査対象者登録リストへ登録されたトップクラスのアスリートのこと。   ＲＴＰＡになると、事前通告なしの競技会外検査をより効果的に受け自らがクリーンであることを証明するために、インターネット上のドーピング防止管理運営システ
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ム（ＡＤＡＭＳ）を通じて四半期ごとに 3ヵ月分の居場所情報を提出する必要がある。   居場所情報は、居住地・宿泊地・トレーニング場所や競技会などの情報を、例えば部屋番号まで詳細に提出しなければならず、さらに、必ず検査に対応できる時間と場所を指定する「60分の時間枠」を指定することも義務付けられている。60分枠で指定した時間と場所にいなかった場合（検査未了）、または居場所情報が期限までに提出されなかったり、アップデートされてない（居場所情報未提出）ことが 18ヶ月間で合計3回になると、「ドーピング防止規則違反」となり、1～2年間の資格停止になる可能性がある。 
 

[国際推進部会〕 

本連盟によるチーム派遣のみならず個々のチーム、競技者、審判員らによる多様な

国外競技活動や、国内での国際大会開催、国際化を視野に入れたチーム等の体制の整

備など、多年に亘り国際的活動は増加し続けている。 

この状況下に、わが国と世界、特にアジア圏の自転車競技の健全な継続的発展に資

するために、国内、国外から評価される高いブランド力が求められる。 

そのために国際的競技大会の質を高め、さらに国内大会に反映させるためにも、国

際的な情報の収集、共有、発信とともに優れた制度の導入も含めた実践も重要である。 

これらのことを踏まえて、国際推進部会は、本連盟諸事業の場において、人材の発

掘・養成・登用、資料・文書の 2 ヶ国語（日本語・英語）化、国内外の情報の収集、

対外（国内外）的な情報の蓄積及び公開、そしてこれらのための事務局内での情報の

共有化及び国際化に必要な事項の実践のための施策を推進する。 

そして、これらの円滑な推進のため、関係者/関係団体/関係国との良好で緊密な協

力関係を涵養すべく活動する。 



 11

実施事業については以下のとおりである。 

 

Ⅱ 実施事業 

 

１ 国内競技大会関係事業 

  ① 全日本自転車競技選手権大会 

     （ロード、個人ロードタイムトライアル、トラック、オムニアム、 

マスターズ・トラック、室内自転車競技、マウンテンバイク、シクロクロ

ス、ＢＭＸ、トライアル、パラサイクリング） 

  ② その他国内大会 

  （全国都道府県対抗、JOCジュニアオリンピックカップ、全国ジュニア・ 

ロード、日本スポーツマスターズ、チャレンジサイクルロードレース 

国民体育大会自転車競技会、全日本ステージ・レース inいわて） 

 

２ 国内での国際競技大会 

  ① ジャパントラックカップ 

  ② 日韓対抗学生自転車競技大会 

  ③ ツアー・オブ・ジャパン 

  ④ ツール・ド・おきなわ 

  ⑤ ツール・ド・北海道 

  ⑥ ＴＯＵＲ de 熊野 

  ⑦ シマノ鈴鹿国際ロードレース大会 

  ⑧ ジャパンカップサイクルロードレース大会 

  ⑨ ＢＭＸ伊豆国際 

  ⑩ アジア室内自転車競技選手権大会 

⑪ サイクルサッカー・ワールドカップ別府大会 

 

３ 国際競技大会関係主要事業 

  ① 世界選手権自転車競技大会選手派遣 

（トラック、ロード、マウンテンバイク、ＢＭＸ、室内自転車競技、 

シクロクロス、トライアル、Jrトラック、） 

② ワールドカップ大会選手派遣 

③ アジア自転車競技選手権大会選手派遣(トラック、ロード、マウンテンバイク)  

  ④ ＵＣＩトラックカレンダーレースへの派遣 

⑤ 国際会議への派遣 
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４ 加盟団体関係主要事業 

  （１）都道府県連盟関連事業 

    ① 全国地域別道路競走大会      （8地域） 

    ② 全国地域別トラックレース大会   （8地域） 

    ③ 全国都道府県別自転車競技選手権大会（47都道府県） 

  （２）日本プロフェッショナルサイクリスト協会関連事業 

    ① 全日本プロフェッショナル自転車競技選手権大会 

    ② プロサイクリスト選手強化 

    ③ プロサイクリスト国際競技大会 

  （３）全国高等学校体育連盟自転車競技専門部関連事業 

    ① 全国高等学校選抜自転車競技大会(トラック、ロード) 

    ② 全国高等学校自転車競技全国合宿（ブロック・全国） 

    ③ チョンジュＭＢＣ国際ロードレース派遣 

④ 全国高等学校総合体育大会 

 

  （４）日本学生自転車競技連盟関連事業 

    ① 全日本学生選手権自転車競技大会(トラック、ロード、チームロード) 

    ② 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 

 

  （５）全日本実業団自転車競技連盟関連事業 

    ① ＪＢＣＦ経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 

    ② ＪＢＣＦ全日本トラックチャンピオンシップ 

    ③ 東西地域別実業団(トラック、ロード) 

    ④ ＪＢＣＦ石川サイクルロードレース 

 

５ アンチ・ドーピングの推進事業 

   全日本選手権大会等主要大会において、ドーピング検査を実施し、アンチ・ド

ーピングを積極的に推進する。 

 

６ 強化事業 

 （１）強化合宿 

 （２）国内合宿基地等維持費 

 （３）コーチ・スタッフの整備等 

 （４）競技用機材等整備 
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７ 普及事業 

（１）全国自転車競技指導担当者研修会・審判講習会 

 （２）自転車競技の普及・広報 

 （３）広報誌発行事業 

 （４）未登録者推進に係るシステム改修 

 （５）広報（宣伝、現地報道対応） 

 （６）アンチ・ドーピング活動 


